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第２部 各論 

 

 

 

1 障害及び障害者に対する理解の促進 

【主な取組】 

(1) 理解の促進 

●  啓発活動の推進 

心の輪を広げる体験作文や障害者週間のポスターの募集、優秀作品の発表、12

月３日から９日までの｢障害者週間｣の周知・啓発を通じて、障害及び障害者に対

する理解の促進に努めます。 

●  各種メディアによる障害及び障害者に対する理解の推進 

障害及び障害者に対する知識の普及啓発を図るため、テレビやラジオ、ＳＮＳ

等を活用した啓発活動を推進します。 

●  各種イベント等の開催支援 

障害のある人とない人が触れあうことがで

きる各種イベントの開催や障害者団体が行う

啓発活動を支援し、障害及び障害者に対する

理解の促進に努めます。 

●  精神保健福祉に関する普及啓発 

精神疾患や精神障害者に関する正しい理解

を広めるため、普及啓発に取り組むととも

に、市町の人材育成や健康福祉センター及び

精神保健福祉センターなどにおける地域精神

保健福祉活動の充実を図ります。 

●  障害及び障害者に対する理解を深める教育

の充実 

障害及び障害者に対する正しい理解を促す

ため、早期からの学習活動及び啓発活動の充

実を図ります。 

 

(2) 障害者団体への支援 

●  障害者団体の活動への支援 

障害者の家族間の交流などを活発化するため、障害者団体の活動を支援しま

す。 

 

2 障害者差別の解消・権利擁護の推進及び虐待の防止 

【主な取組】 

 (1) 障害を理由とする差別の解消の推進 

●  障害者差別解消推進委員会の運営 

障害者差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、栃木県障害者

差別解消推進委員会を運営します。また、障害者からの相談及び相談事例を踏ま

えた取組に係る協議を行います。 
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●  障害者差別の解消に係る相談対応 

専任の相談員を配置したワンストップの相談窓口「栃木県障害者権利擁護セン

ター」を設置し、障害者差別に関する相談に適切に対応します。障害者が事業者

から受けた不当な差別的取扱いや合理的配慮の不提供に関する相談を受け付け、

相談解決に向けた調査や調整など関係機関と連携して取り組みます。 

また、研修等を実施し相談員の資質向上に取り組むとともに、相談事例等を収

集・整理し、市町や障害者団体等と情報共有することで、相談事案の解決が円滑

に図られるよう支援します。 

 

●  障害者差別の解消に係る普及啓発 

障害者差別解消を推進するための基本的な考え方や障害

に関する基礎的知識について幅広く県民及び事業者の理解

を深めるため、障害者差別解消対応指針の活用やとちぎ県

政出前講座、ヘルプマークの周知などの普及啓発を推進し

ます。 

また、事業者の合理的配慮の提供が義務化されることを

踏まえ、事業者が円滑に対応できるよう、法や条例の趣旨

の周知啓発や困った際の相談窓口の周知に取り組みます。 

 

 (2) 成年後見制度の利用促進等 

●  成年後見制度の利用促進 

国の「成年後見制度利用促進基本計画」に基づく、成年後見制度利用促進に関

する市町の計画策定や地域連携ネットワークの核となる中核機関設置に向けた市

町の取組を支援します。 

一人ひとりの権利の擁護により、障害者が住み慣れた地域で安心して暮らせる

よう、障害者団体等と連携し、成年後見制度の普及啓発を図ります。また、知的

障害者や精神障害者が円滑に成年後見制度を利用できるよう、障害福祉サービス

事業所等の支援者に対して成年後見制度の研修を行うとともに、市町村長申立て

の有効活用や成年後見制度利用支援事業の促進を図ります。 

● 日常生活自立支援事業の普及啓発 

とちぎ権利擁護センター「あすてらす」のパンフレット等を活用し、日常生活

自立支援事業の普及啓発に努めます。 

●  関係機関等との連携強化 

障害者等が利用しやすいように、とちぎ権利擁護センター及び弁護士会、司

法書士会、社会福祉士会等の司法関係機関や金融機関等との連携を強化しま

す。 

●  自立生活支援専門員及び生活支援員の資質の向上 

とちぎ権利擁護センターに配置される自立生活支援専門員及び生活支援員に対

して研修を実施し、その資質向上を図ります。 

 

(3) 障害者の虐待防止 

●  障害者虐待防止施策の普及啓発 

障害者虐待防止法の適切な運用を通じ、障害者虐待の防止に努めるとともに障

害者虐待の通報義務等の広報・啓発を行います。さらには、障害者の養護者に対

して相談等の支援に取り組みます。 

●  障害者虐待防止体制における対応 

障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援を図るた

め、市町障害者虐待防止センターや栃木県障害者権利擁護センターを中心とし

て、障害者福祉施設等をはじめに、学校、医療、保健、労働局等関係機関と連携

し、虐待への迅速かつ適切な対応、再発の防止等に取り組みます。 
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●  障害者虐待防止・権利擁護研修の実施 

市町障害者虐待防止センター等の相談窓口職員の専門性の強化を図るととも

に、障害者福祉施設等の従事者に対し、障害者虐待の未然防止や権利擁護、障害

特性に応じた支援に係る資質向上を図るための研修を実施します。 

●  精神障害者に対する虐待の防止 

    精神科病院における虐待防止に向けた取組を一層推進するため、業務従事者等

による通報の受理体制を整備し、監督権限等の適切な行使や措置等の公表をしま

す。 

 

3 行政等における配慮の充実 

【主な取組】 

 (1)  行政機関等における配慮及び障害者理解の促進等 

●  差別解消に係る職員対応要領に基づく取組の推進 

障害者が必要とする社会的障壁の除去のための必要かつ合理的な配慮につい

て、栃木県職員が適切に対応できるよう制定した職員対応要領に基づき、障害を

理由とする差別の解消に向け、必要な取組を推進します。 
●  職員研修の実施 

障害を理由とした不当な差別的な取扱いの禁止や合理的な配慮を提供できるよ

う、職員対応要領等に基づいた職員研修を行います。 

 

4 地域福祉活動の充実 

【主な取組】 

 (1) 地域共生社会の実現 

● 地域福祉計画の充実及び調和 

地域における福祉サービスの利用促進と社会福祉のための事業の育成に向け

て、住民参加による市町の地域福祉計画の充実を図るとともに、県地域福祉支援

計画との調和を図ります。 

●  包括的支援体制整備の促進 

多様化する課題への対応に向けて、地域福祉、高齢者、児童など、各福祉分野

における計画等との調和及び連携を図りながら、「相談支援」「参加支援」「地域

づくりに向けた支援」の３つの支援を一体的に実施する「重層的支援体制整備事

業」の実施など、市町の「包括的な支援体制」の整備に向けた取組を支援しま

す。 

●  住民等による支え合い活動の促進 

共生社会を実現するため、地域住民やボランティア、関係団体が相互に協力

し、障害の有無等にかかわらず地域で暮らす住民一人ひとりが役割を持ち、地域

で支え合う活動を促進します。 

●  地域福祉基金の効果的な活用 

地域福祉の充実や障害者の社会参加を促進

するため、地域福祉基金の効果的な活用に努

め、地域福祉活動を推進します。 

●  生活福祉資金の活用 

障害者等の経済的自立や生活意欲の向上及

び社会参加の促進を図るとともに、在宅福祉

を充実させるため、障害者等に対する資金の

貸付けや必要な相談支援についての情報を発

信します。 

 

 

イベントにおける地域福祉基金の紹介
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第２部 各論 

 

 

 

1 障害及び障害者に対する理解の促進 

【主な取組】 

(1) 理解の促進 

●  啓発活動の推進 

心の輪を広げる体験作文や障害者週間のポスターの募集、優秀作品の発表、12

月３日から９日までの｢障害者週間｣の周知・啓発を通じて、障害及び障害者に対

する理解の促進に努めます。 

●  各種メディアによる障害及び障害者に対する理解の推進 

障害及び障害者に対する知識の普及啓発を図るため、テレビやラジオ、ＳＮＳ

等を活用した啓発活動を推進します。 

●  各種イベント等の開催支援 

障害のある人とない人が触れあうことがで

きる各種イベントの開催や障害者団体が行う

啓発活動を支援し、障害及び障害者に対する

理解の促進に努めます。 

●  精神保健福祉に関する普及啓発 

精神疾患や精神障害者に関する正しい理解

を広めるため、普及啓発に取り組むととも

に、市町の人材育成や健康福祉センター及び

精神保健福祉センターなどにおける地域精神

保健福祉活動の充実を図ります。 

●  障害及び障害者に対する理解を深める教育

の充実 

障害及び障害者に対する正しい理解を促す

ため、早期からの学習活動及び啓発活動の充

実を図ります。 

 

(2) 障害者団体への支援 

●  障害者団体の活動への支援 

障害者の家族間の交流などを活発化するため、障害者団体の活動を支援しま

す。 

 

2 障害者差別の解消・権利擁護の推進及び虐待の防止 

【主な取組】 

 (1) 障害を理由とする差別の解消の推進 

●  障害者差別解消推進委員会の運営 

障害者差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、栃木県障害者

差別解消推進委員会を運営します。また、障害者からの相談及び相談事例を踏ま

えた取組に係る協議を行います。 

 

 

 

 

 

Ⅰ 共に生きるとちぎをつくるために 

「世界自閉症啓発デー」ブルーライトアップ 

「世界ダウン症の日」啓発展 
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5 ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の取組 

【主な取組】 

 (1) 障害福祉施策に関するゴール（目標）への取組 

● Goal ４ 「質の高い教育をみんなに」 

全ての教員が、一人ひとりの幼児児童生徒への理解を深

めるとともに、個々の障害の特性等を理解し、個別の教育

支援計画・個別の指導計画等の特別支援教育に関する基礎

的知識を身に付け、日常の教育活動に生かせるよう、教員

を対象とした研修の充実を図ります。 

また、小・中・高等学校では、管理職や特別支援教育コ

ーディネーター等を対象とした研修会を開催し、校内支援

体制の充実を図ります。特別支援学校では、幼児児童生徒

の障害の状態や教育的ニーズに応じた支援体制を整えま

す。 

● Goal ８ 「働きがいも経済成長も」 

県内民間企業における障害者雇用を促進させるため、事

業主等に対して雇用率制度を周知するとともに、障害者雇

用に関する研修会の開催などの取組を行い、理解促進を図

ります。また、障害者雇用に理解のある事業所を表彰する

など、普及啓発活動を行います。 

栃木県障害者工賃向上計画「とちぎナイスハート❤プラ

ン」に基づき、就労継続支援Ｂ型事業所における工賃向上

の取組が効果的に実施されるよう支援し、協働して取り組

みます。 

● Goal 10 「人や国の不平等をなくそう」 

栃木県障害者差別解消推進条例に基づき、全ての県民

が、障害や障害者に関する理解を十分に深めるとともに、

障害の有無にかかわらず、共に支え合う社会の実現を目指

します。 

12 月３日から９日までの｢障害者週間｣の周知・啓発を通

じて、障害者に対する理解の促進に努めます。障害及び障

害者に対する知識の普及啓発を図るため、テレビやラジ

オ、ＳＮＳ等を活用した啓発活動を推進します。（再掲） 

●  Goal 11 「住み続けられるまちづくりを」 

栃木県ひとにやさしいまちづくり条例に基づき、｢栃木県

ひとにやさしいまちづくり推進協議会」の開催を通じ、年

齢や障害の有無にかかわらず、全ての県民が安全で快適な

日常生活を営むとともに、積極的に社会参加ができるよ

う、公共的施設や生活環境の整備を推進します。 
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●  障害者差別の解消に係る相談対応 

専任の相談員を配置したワンストップの相談窓口「栃木県障害者権利擁護セン

ター」を設置し、障害者差別に関する相談に適切に対応します。障害者が事業者

から受けた不当な差別的取扱いや合理的配慮の不提供に関する相談を受け付け、

相談解決に向けた調査や調整など関係機関と連携して取り組みます。 

また、研修等を実施し相談員の資質向上に取り組むとともに、相談事例等を収

集・整理し、市町や障害者団体等と情報共有することで、相談事案の解決が円滑

に図られるよう支援します。 

 

●  障害者差別の解消に係る普及啓発 

障害者差別解消を推進するための基本的な考え方や障害

に関する基礎的知識について幅広く県民及び事業者の理解

を深めるため、障害者差別解消対応指針の活用やとちぎ県

政出前講座、ヘルプマークの周知などの普及啓発を推進し

ます。 

また、事業者の合理的配慮の提供が義務化されることを

踏まえ、事業者が円滑に対応できるよう、法や条例の趣旨

の周知啓発や困った際の相談窓口の周知に取り組みます。 

 

 (2) 成年後見制度の利用促進等 

●  成年後見制度の利用促進 

国の「成年後見制度利用促進基本計画」に基づく、成年後見制度利用促進に関

する市町の計画策定や地域連携ネットワークの核となる中核機関設置に向けた市

町の取組を支援します。 

一人ひとりの権利の擁護により、障害者が住み慣れた地域で安心して暮らせる

よう、障害者団体等と連携し、成年後見制度の普及啓発を図ります。また、知的

障害者や精神障害者が円滑に成年後見制度を利用できるよう、障害福祉サービス

事業所等の支援者に対して成年後見制度の研修を行うとともに、市町村長申立て

の有効活用や成年後見制度利用支援事業の促進を図ります。 

● 日常生活自立支援事業の普及啓発 

とちぎ権利擁護センター「あすてらす」のパンフレット等を活用し、日常生活

自立支援事業の普及啓発に努めます。 

●  関係機関等との連携強化 

障害者等が利用しやすいように、とちぎ権利擁護センター及び弁護士会、司

法書士会、社会福祉士会等の司法関係機関や金融機関等との連携を強化しま

す。 

●  自立生活支援専門員及び生活支援員の資質の向上 

とちぎ権利擁護センターに配置される自立生活支援専門員及び生活支援員に対

して研修を実施し、その資質向上を図ります。 

 

(3) 障害者の虐待防止 

●  障害者虐待防止施策の普及啓発 

障害者虐待防止法の適切な運用を通じ、障害者虐待の防止に努めるとともに障

害者虐待の通報義務等の広報・啓発を行います。さらには、障害者の養護者に対

して相談等の支援に取り組みます。 

●  障害者虐待防止体制における対応 

障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援を図るた

め、市町障害者虐待防止センターや栃木県障害者権利擁護センターを中心とし

て、障害者福祉施設等をはじめに、学校、医療、保健、労働局等関係機関と連携

し、虐待への迅速かつ適切な対応、再発の防止等に取り組みます。 

 

 

ヘルプマーク 
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●  障害者差別の解消に係る相談対応 

専任の相談員を配置したワンストップの相談窓口「栃木県障害者権利擁護セン

ター」を設置し、障害者差別に関する相談に適切に対応します。障害者が事業者

から受けた不当な差別的取扱いや合理的配慮の不提供に関する相談を受け付け、

相談解決に向けた調査や調整など関係機関と連携して取り組みます。 

また、研修等を実施し相談員の資質向上に取り組むとともに、相談事例等を収

集・整理し、市町や障害者団体等と情報共有することで、相談事案の解決が円滑

に図られるよう支援します。 

 

●  障害者差別の解消に係る普及啓発 

障害者差別解消を推進するための基本的な考え方や障害

に関する基礎的知識について幅広く県民及び事業者の理解

を深めるため、障害者差別解消対応指針の活用やとちぎ県

政出前講座、ヘルプマークの周知などの普及啓発を推進し

ます。 

また、事業者の合理的配慮の提供が義務化されることを

踏まえ、事業者が円滑に対応できるよう、法や条例の趣旨

の周知啓発や困った際の相談窓口の周知に取り組みます。 

 

 (2) 成年後見制度の利用促進等 

●  成年後見制度の利用促進 

国の「成年後見制度利用促進基本計画」に基づく、成年後見制度利用促進に関

する市町の計画策定や地域連携ネットワークの核となる中核機関設置に向けた市

町の取組を支援します。 

一人ひとりの権利の擁護により、障害者が住み慣れた地域で安心して暮らせる

よう、障害者団体等と連携し、成年後見制度の普及啓発を図ります。また、知的

障害者や精神障害者が円滑に成年後見制度を利用できるよう、障害福祉サービス

事業所等の支援者に対して成年後見制度の研修を行うとともに、市町村長申立て

の有効活用や成年後見制度利用支援事業の促進を図ります。 

● 日常生活自立支援事業の普及啓発 

とちぎ権利擁護センター「あすてらす」のパンフレット等を活用し、日常生活

自立支援事業の普及啓発に努めます。 

●  関係機関等との連携強化 

障害者等が利用しやすいように、とちぎ権利擁護センター及び弁護士会、司

法書士会、社会福祉士会等の司法関係機関や金融機関等との連携を強化しま

す。 

●  自立生活支援専門員及び生活支援員の資質の向上 

とちぎ権利擁護センターに配置される自立生活支援専門員及び生活支援員に対

して研修を実施し、その資質向上を図ります。 

 

(3) 障害者の虐待防止 

●  障害者虐待防止施策の普及啓発 

障害者虐待防止法の適切な運用を通じ、障害者虐待の防止に努めるとともに障

害者虐待の通報義務等の広報・啓発を行います。さらには、障害者の養護者に対

して相談等の支援に取り組みます。 

●  障害者虐待防止体制における対応 

障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援を図るた

め、市町障害者虐待防止センターや栃木県障害者権利擁護センターを中心とし

て、障害者福祉施設等をはじめに、学校、医療、保健、労働局等関係機関と連携

し、虐待への迅速かつ適切な対応、再発の防止等に取り組みます。 

 

 

ヘルプマーク 
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1 安全・安心な生活環境の整備 

【主な取組】   

(1) 住まいの確保 

●  グループホームにおける支援の充実 

障害者の意思を尊重し、自ら選択、決定する場所での生活が可能となるよう、

地域の中での社会生活が基本となるグループホームの設置を促進します。また、

一人暮らしを希望する利用者に対する支援や退去後の一人暮らしの定着のための

相談等の支援の充実を図ります。 

●  民間賃貸住宅等への円滑な入居に向けた支援 

    不動産事業者等へ向けた障害に対する理解の促進や関係部局との連携を推進す

ることにより、民間賃貸住宅への入居に向けた居住支援を促すとともに、公営住

宅をはじめとする公的賃貸住宅の利用の促進を図ります。 

 

(2) 障害者に配慮したまちづくりの推進 

●  ひとにやさしいまちづくりの推進 

栃木県ひとにやさしいまちづくり条例に基づき、｢栃木県ひとにやさしいまち

づくり推進協議会」の開催を通じ、年齢や障害の有無にかかわらず、全ての県

民が安全で快適な日常生活を営むとともに、積極的に社会参加ができるよう、

公共的施設や生活環境の整備を推進します。（再掲） 

また、障害者等用の「おもいやり駐車スペース」の確保に努めるとともに、

障害者等に対して共通の「おもいやり駐車スペース利用証」を交付すること

で、利用できる方を明らかにし、当該駐車場の利用の適正化を図ります。 

● 公共交通機関の旅客施設及び車両のバリアフリー化の促進 

誰もが安全で利用しやすい公共交通機関と

するため、鉄道駅におけるエレベーター、ス

ロープ等の設置による段差解消や、視覚障害

者誘導ブロックの設置による転落防止を促進

します。また、ノンステップバスやユニバー

サルデザインタクシーの導入により乗降時の

負担軽減を促進します。 

●  歩道等におけるバリアフリー化の推進 

誰もが安全で安心して移動できるよう、歩

道等におけるバリアフリー化を推進するとと

もに、不法占用物件の撤去の指導に努めま

す。 

● 行動範囲の拡大 

障害者の日常生活や社会参加を支援するため、鉄道、バス、航空機及びタクシ

ー等の運賃割引をはじめとする優遇制度の周知に努めます。また、福祉有償運送

制度の活用や地域における福祉タクシー等の取組を促進し、障害者の行動範囲の

拡大を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ とちぎで安心して、いきいきと生活するために 

公共交通機関のバリアフリー化                                                
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1 安全・安心な生活環境の整備 

【主な取組】   

(1) 住まいの確保 

●  グループホームにおける支援の充実 

障害者の意思を尊重し、自ら選択、決定する場所での生活が可能となるよう、

地域の中での社会生活が基本となるグループホームの設置を促進します。また、

一人暮らしを希望する利用者に対する支援や退去後の一人暮らしの定着のための

相談等の支援の充実を図ります。 

●  民間賃貸住宅等への円滑な入居に向けた支援 
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2 防災・防犯等の推進 

【主な取組】 

(1) 防災対策の推進 

● 避難行動要支援者等への支援 

平時から、迅速かつ適切な避難が可能となるよう、市町における避難行動要支

援者名簿の整備及び個別避難計画の作成の一層の促進に向けて、保健・福祉・防

災等の関係部局と社会福祉協議会等の関係機関の連携体制の構築や人材育成等、

市町の取組を支援します。 

災害時においては、要配慮者が安心して避難生活を送れるよう、災害福祉支援

チーム（Disaster Welfare Assistance Team：ＤＷＡＴ）をはじめとする保健医

療福祉チームの体制を整備するとともに、市町における福祉避難所確保の取組を

促進します。 

● 障害者福祉施設等の安全対策 

スプリンクラーや火災通報装置等の消防用設備等の設置を促進するとともに非

常用自家発電設備の整備を促進します。また、災害時や事故発生時に必要となる

情報が確実に連絡できる体制の確保に努めます。障害者福祉施設等が被災した際

には、災害によりサービスが受けられなくなった障害者の緊急的な受入れなど施

設の弾力的運用を図り、被災した地域の障害者に対する支援に努めます。 

● 災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）の体制整備 

災害時等の緊急時において、他の災害医療

救護組織等と連携し、要支援者等に対し「精

神科医療」及び「精神保健活動」が円滑に実

施できるよう、精神科医師、看護師、業務調

整員等で構成する精神科医療及び精神保健活

動の支援を行う専門的チーム（Disaster 

Psychiatric Assistance Team：ＤＰＡＴ）の

体制を整備します。 

 

(2) 犯罪被害、悪質商法被害防止対策の推進 

● 犯罪被害、悪質商法被害防止体制の整備 

地域ぐるみで被害防止に取り組む意識の高揚を図るとともに、行政、警察、自

主防犯団体や消費者団体、福祉団体等が連携して被害防止に取り組むためのネッ

トワークの構築を促進します。 

●  消費者トラブルの防止 

障害者が自らを守る力を高めるために、障害者にも分かりやすい消費者教育や

啓発を行い適時適切な情報を積極的に提供します。また、障害者が防犯力や悪質

商法への対応力を高めるための講座等に参加しやすい環境づくりを推進します。 

 

3 保健・医療の推進 

【主な取組】 

(1) 障害者の医療体制の充実 

●  医療費助成による負担の軽減 

自立支援医療（育成医療、更生医療、精神通院医療）及び重度心身障害者医療

費助成制度の適切な運用を通じて、負担の軽減を図るとともに、引き続き様々な

課題について幅広く検討します。 
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● 障害者への歯科保健医療サービスの確保 

とちぎ歯の健康センター診療所による障害者及び要介護者の歯科検診・治療・

保健指導を進めるとともに、障害者が住み慣れた地域で必要な歯科検診・治療・

保健指導・口腔ケアが受けられるよう環境づくりを進めます。また、訪問歯科診

療等の普及や障害者歯科医療システムの充実を図ることにより、地域における歯

科健診・治療・保健指導を推進します。 

● 新興感染症等に係る対応の充実 

新興感染症等に関する対応については、保健所等の関係機関と連携のもと、情

報を収集し、障害者及びその家族、障害者福祉施設等に対する情報提供や相談対

応に努めます。 

 

(2) リハビリテーション医療の充実 

● （地独）栃木県立リハビリテーションセンター等におけるサービスの充実 

（地独）栃木県立リハビリテーションセン

ター等において、リハビリテーションを必要

とする患者等が、回復期を経て在宅復帰・在

宅療養へ至るまでの各段階に応じた効果的な

リハビリテーションが受けられるよう、医

療・福祉サービスの充実を図ります。 

 

(3) 精神保健・医療体制の充実 

● 予防・アクセス機能の充実 

精神疾患に関する正しい理解を広めるため、普及啓発を促進するとともに、精

神疾患の早期発見・早期治療のために、市町の人材育成や健康福祉センター及び

精神保健福祉センターなどにおける地域精神保健福祉活動の充実を図ります。 

● 精神保健福祉相談の体制整備 

精神障害者や精神保健に課題を抱える者が身近な場所で精神保健に関する相談

支援を受けられるよう、市町等における相談支援体制の整備を促進していくとと

もに、障害保健福祉圏域においても支援体制の整備を促進することで、重層的な

支援体制を整備していきます。 

● 治療・回復に必要な医療の提供 

地域生活や社会生活を支えるため、精神疾患状態に応じて外来医療や訪問医

療、入院医療等の必要な医療を提供するとともに、未治療・治療中断等で地域生

活に困難を抱えている方への相談機能の充実・強化を図ります。 

● 退院後支援の推進 

措置入院となった者への退院支援を充実させるとともに、精神障害者が退院後

どこの地域で生活することになっても、医療、福祉、介護、就労支援などの包括

的な支援を継続的かつ確実に受けられるよう体制整備を図ります。 

● 精神科救急医療体制の整備 

必要な救急医療を提供できる体制を整備するため、（地独）栃木県立岡本台病

院と民間精神科病院・診療所の役割分担、連携強化による夜間休日の受入体制の

充実を図るとともに、精神科救急情報センターにおける情報の提供や相談機能の

充実・強化を図ります。 

● 自殺対策の推進 

「いのち支える栃木県自殺対策計画」のもと、国や市町、関係機関・団体、県

民等と連携して、広域的に対応が必要な普及啓発や人材育成、心の健康づくり、

ハイリスク地対策、自死遺族等に対する支援を行うとともに、市町や民間団体等

が実施する自殺対策に関する取組への支援を行います。 

 

 

 

（地独）栃木県立リハビリテーションセンタ
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● 障害者への歯科保健医療サービスの確保 

とちぎ歯の健康センター診療所による障害者及び要介護者の歯科検診・治療・

保健指導を進めるとともに、障害者が住み慣れた地域で必要な歯科検診・治療・

保健指導・口腔ケアが受けられるよう環境づくりを進めます。また、訪問歯科診

療等の普及や障害者歯科医療システムの充実を図ることにより、地域における歯

科健診・治療・保健指導を推進します。 

● 新興感染症等に係る対応の充実 

新興感染症等に関する対応については、保健所等の関係機関と連携のもと、情

報を収集し、障害者及びその家族、障害者福祉施設等に対する情報提供や相談対

応に努めます。 

 

(2) リハビリテーション医療の充実 

● （地独）栃木県立リハビリテーションセンター等におけるサービスの充実 

（地独）栃木県立リハビリテーションセン

ター等において、リハビリテーションを必要

とする患者等が、回復期を経て在宅復帰・在

宅療養へ至るまでの各段階に応じた効果的な

リハビリテーションが受けられるよう、医

療・福祉サービスの充実を図ります。 

 

(3) 精神保健・医療体制の充実 

● 予防・アクセス機能の充実 

精神疾患に関する正しい理解を広めるため、普及啓発を促進するとともに、精

神疾患の早期発見・早期治療のために、市町の人材育成や健康福祉センター及び

精神保健福祉センターなどにおける地域精神保健福祉活動の充実を図ります。 

● 精神保健福祉相談の体制整備 

精神障害者や精神保健に課題を抱える者が身近な場所で精神保健に関する相談

支援を受けられるよう、市町等における相談支援体制の整備を促進していくとと

もに、障害保健福祉圏域においても支援体制の整備を促進することで、重層的な

支援体制を整備していきます。 

● 治療・回復に必要な医療の提供 

地域生活や社会生活を支えるため、精神疾患状態に応じて外来医療や訪問医

療、入院医療等の必要な医療を提供するとともに、未治療・治療中断等で地域生

活に困難を抱えている方への相談機能の充実・強化を図ります。 

● 退院後支援の推進 

措置入院となった者への退院支援を充実させるとともに、精神障害者が退院後

どこの地域で生活することになっても、医療、福祉、介護、就労支援などの包括

的な支援を継続的かつ確実に受けられるよう体制整備を図ります。 

● 精神科救急医療体制の整備 

必要な救急医療を提供できる体制を整備するため、（地独）栃木県立岡本台病

院と民間精神科病院・診療所の役割分担、連携強化による夜間休日の受入体制の

充実を図るとともに、精神科救急情報センターにおける情報の提供や相談機能の

充実・強化を図ります。 

● 自殺対策の推進 

「いのち支える栃木県自殺対策計画」のもと、国や市町、関係機関・団体、県

民等と連携して、広域的に対応が必要な普及啓発や人材育成、心の健康づくり、

ハイリスク地対策、自死遺族等に対する支援を行うとともに、市町や民間団体等

が実施する自殺対策に関する取組への支援を行います。 

 

 

 

（地独）栃木県立リハビリテーションセンタ
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● 障害者への歯科保健医療サービスの確保 

とちぎ歯の健康センター診療所による障害者及び要介護者の歯科検診・治療・

保健指導を進めるとともに、障害者が住み慣れた地域で必要な歯科検診・治療・

保健指導・口腔ケアが受けられるよう環境づくりを進めます。また、訪問歯科診

療等の普及や障害者歯科医療システムの充実を図ることにより、地域における歯

科健診・治療・保健指導を推進します。 

● 新興感染症等に係る対応の充実 

新興感染症等に関する対応については、保健所等の関係機関と連携のもと、情

報を収集し、障害者及びその家族、障害者福祉施設等に対する情報提供や相談対

応に努めます。 

 

(2) リハビリテーション医療の充実 

● （地独）栃木県立リハビリテーションセンター等におけるサービスの充実 

（地独）栃木県立リハビリテーションセン

ター等において、リハビリテーションを必要

とする患者等が、回復期を経て在宅復帰・在

宅療養へ至るまでの各段階に応じた効果的な

リハビリテーションが受けられるよう、医

療・福祉サービスの充実を図ります。 

 

(3) 精神保健・医療体制の充実 

● 予防・アクセス機能の充実 

精神疾患に関する正しい理解を広めるため、普及啓発を促進するとともに、精

神疾患の早期発見・早期治療のために、市町の人材育成や健康福祉センター及び

精神保健福祉センターなどにおける地域精神保健福祉活動の充実を図ります。 

● 精神保健福祉相談の体制整備 

精神障害者や精神保健に課題を抱える者が身近な場所で精神保健に関する相談

支援を受けられるよう、市町等における相談支援体制の整備を促進していくとと

もに、障害保健福祉圏域においても支援体制の整備を促進することで、重層的な

支援体制を整備していきます。 

● 治療・回復に必要な医療の提供 

地域生活や社会生活を支えるため、精神疾患状態に応じて外来医療や訪問医

療、入院医療等の必要な医療を提供するとともに、未治療・治療中断等で地域生

活に困難を抱えている方への相談機能の充実・強化を図ります。 

● 退院後支援の推進 

措置入院となった者への退院支援を充実させるとともに、精神障害者が退院後

どこの地域で生活することになっても、医療、福祉、介護、就労支援などの包括

的な支援を継続的かつ確実に受けられるよう体制整備を図ります。 

● 精神科救急医療体制の整備 

必要な救急医療を提供できる体制を整備するため、（地独）栃木県立岡本台病

院と民間精神科病院・診療所の役割分担、連携強化による夜間休日の受入体制の

充実を図るとともに、精神科救急情報センターにおける情報の提供や相談機能の

充実・強化を図ります。 

● 自殺対策の推進 

「いのち支える栃木県自殺対策計画」のもと、国や市町、関係機関・団体、県

民等と連携して、広域的に対応が必要な普及啓発や人材育成、心の健康づくり、

ハイリスク地対策、自死遺族等に対する支援を行うとともに、市町や民間団体等

が実施する自殺対策に関する取組への支援を行います。 

 

 

 

（地独）栃木県立リハビリテーションセンタ
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1 安全・安心な生活環境の整備 

【主な取組】   

(1) 住まいの確保 

●  グループホームにおける支援の充実 

障害者の意思を尊重し、自ら選択、決定する場所での生活が可能となるよう、

地域の中での社会生活が基本となるグループホームの設置を促進します。また、

一人暮らしを希望する利用者に対する支援や退去後の一人暮らしの定着のための

相談等の支援の充実を図ります。 

●  民間賃貸住宅等への円滑な入居に向けた支援 

    不動産事業者等へ向けた障害に対する理解の促進や関係部局との連携を推進す

ることにより、民間賃貸住宅への入居に向けた居住支援を促すとともに、公営住

宅をはじめとする公的賃貸住宅の利用の促進を図ります。 

 

(2) 障害者に配慮したまちづくりの推進 

●  ひとにやさしいまちづくりの推進 

栃木県ひとにやさしいまちづくり条例に基づき、｢栃木県ひとにやさしいまち

づくり推進協議会」の開催を通じ、年齢や障害の有無にかかわらず、全ての県

民が安全で快適な日常生活を営むとともに、積極的に社会参加ができるよう、

公共的施設や生活環境の整備を推進します。（再掲） 

また、障害者等用の「おもいやり駐車スペース」の確保に努めるとともに、

障害者等に対して共通の「おもいやり駐車スペース利用証」を交付すること

で、利用できる方を明らかにし、当該駐車場の利用の適正化を図ります。 

● 公共交通機関の旅客施設及び車両のバリアフリー化の促進 

誰もが安全で利用しやすい公共交通機関と

するため、鉄道駅におけるエレベーター、ス

ロープ等の設置による段差解消や、視覚障害

者誘導ブロックの設置による転落防止を促進

します。また、ノンステップバスやユニバー

サルデザインタクシーの導入により乗降時の

負担軽減を促進します。 

●  歩道等におけるバリアフリー化の推進 

誰もが安全で安心して移動できるよう、歩

道等におけるバリアフリー化を推進するとと

もに、不法占用物件の撤去の指導に努めま

す。 

● 行動範囲の拡大 

障害者の日常生活や社会参加を支援するため、鉄道、バス、航空機及びタクシ

ー等の運賃割引をはじめとする優遇制度の周知に努めます。また、福祉有償運送

制度の活用や地域における福祉タクシー等の取組を促進し、障害者の行動範囲の

拡大を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ とちぎで安心して、いきいきと生活するために 

公共交通機関のバリアフリー化                                                
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● 依存症対策の推進 

アルコール、薬物、ギャンブル等の依存症について、依存症に対する誤解や偏

見を解消するための普及啓発に取り組むとともに、医療体制の充実・強化や、自

助グループ等と連携した支援を行います。 

 

(4) 難病患者支援体制の充実 

● 難病相談支援センターの充実 

地域で生活する難病患者の日常生活における相談支援、地域交流会活動の促進

や就労支援などを行う相談機関であるとちぎ難病相談支援センターでは、福祉関

係者や就労関係者と連携しながら、難病患者やその家族の療養上、日常生活上の

悩みや不安等の解消を図るとともに、電話・面接相談、医療相談、就労相談会等

を通じて、様々なニーズに対応したきめ細かな相談や支援を行います。 

● 医療費助成の充実 

難病に関する医療の確立、普及を図るとともに、難病患者の医療費の負担軽減

を図るため、特定医療費や小児慢性特定疾病医療費により医療費助成の充実を図

ります。 

 

4 自立した生活の支援・意思決定支援の推進 

【主な取組】 

(1) 意思決定支援の推進 

●  事業者への研修 

相談支援や施設入所支援等の障害者福祉施設等の現場において、障害者本人の

意思を尊重した質の高いサービスが提供できるよう、相談支援従事者研修やサー

ビス管理責任者等研修などを通して意思決定支援の意義や正しい知識の普及、技

術等の向上を図ります。 

●  関係者の普及啓発 

障害者福祉施設等の従事者をはじめ、県民、行政職員、関係機関職員等を対象

に研修を行い、成年後見制度の理解促進・普及啓発を図ります。 

 

(2) 相談支援体制の充実 

●  障害者相談支援体制の充実 

障害保健福祉圏域において円滑に連携・協力ができる相談支援体制を構築する

ため、障害者相談支援協働コーディネーターを配置し、地域の相談支援体制の充

実・強化及び地域自立支援協議会の活性化を図ります。 

● 基幹相談支援センターの充実 

基幹相談支援センターの設置促進、機能強化を図るため、情報提供や広域的な

調整を行うとともに、基幹相談支援センターに配置できる人材の養成や職員のス

キルアップを図ります。また、基幹相談支援センターの運営や取組状況を踏まえ

て、現状や課題の共有、情報交換を行う会議等を開催し、機能の充実や運営の活

性化を支援します。 

● 相談支援専門員の養成及び技術の向上 

障害者の多様なニーズに対応できる相談支援専門員を確保するための研修を実

施するとともに、ケアマネジメントが実践できる人材の養成を図ります。また、

地域において定期的な情報交換や研修会等を開催し、相談支援における指導的役

割を担う人材の養成等を通して、相談支援専門員の技術の向上に努めます。 

 

(3) 地域移行支援、障害福祉サービス等の充実 

● 地域生活支援拠点等の充実 

障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、障害者の生活を地域全体で

支える地域生活支援拠点等の整備促進、機能の充実を図るため、現状や課題の共

有、情報交換を行う会議等を開催し、地域の実情に応じた体制整備を支援します。 
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2 防災・防犯等の推進 

【主な取組】 

(1) 防災対策の推進 

● 避難行動要支援者等への支援 

平時から、迅速かつ適切な避難が可能となるよう、市町における避難行動要支

援者名簿の整備及び個別避難計画の作成の一層の促進に向けて、保健・福祉・防

災等の関係部局と社会福祉協議会等の関係機関の連携体制の構築や人材育成等、

市町の取組を支援します。 

災害時においては、要配慮者が安心して避難生活を送れるよう、災害福祉支援

チーム（Disaster Welfare Assistance Team：ＤＷＡＴ）をはじめとする保健医

療福祉チームの体制を整備するとともに、市町における福祉避難所確保の取組を

促進します。 

● 障害者福祉施設等の安全対策 

スプリンクラーや火災通報装置等の消防用設備等の設置を促進するとともに非

常用自家発電設備の整備を促進します。また、災害時や事故発生時に必要となる

情報が確実に連絡できる体制の確保に努めます。障害者福祉施設等が被災した際

には、災害によりサービスが受けられなくなった障害者の緊急的な受入れなど施

設の弾力的運用を図り、被災した地域の障害者に対する支援に努めます。 

● 災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）の体制整備 

災害時等の緊急時において、他の災害医療

救護組織等と連携し、要支援者等に対し「精

神科医療」及び「精神保健活動」が円滑に実

施できるよう、精神科医師、看護師、業務調

整員等で構成する精神科医療及び精神保健活

動の支援を行う専門的チーム（Disaster 

Psychiatric Assistance Team：ＤＰＡＴ）の

体制を整備します。 

 

(2) 犯罪被害、悪質商法被害防止対策の推進 

● 犯罪被害、悪質商法被害防止体制の整備 

地域ぐるみで被害防止に取り組む意識の高揚を図るとともに、行政、警察、自

主防犯団体や消費者団体、福祉団体等が連携して被害防止に取り組むためのネッ

トワークの構築を促進します。 

●  消費者トラブルの防止 

障害者が自らを守る力を高めるために、障害者にも分かりやすい消費者教育や

啓発を行い適時適切な情報を積極的に提供します。また、障害者が防犯力や悪質

商法への対応力を高めるための講座等に参加しやすい環境づくりを推進します。 

 

3 保健・医療の推進 

【主な取組】 

(1) 障害者の医療体制の充実 

●  医療費助成による負担の軽減 

自立支援医療（育成医療、更生医療、精神通院医療）及び重度心身障害者医療

費助成制度の適切な運用を通じて、負担の軽減を図るとともに、引き続き様々な

課題について幅広く検討します。 
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2 防災・防犯等の推進 

【主な取組】 

(1) 防災対策の推進 

● 避難行動要支援者等への支援 

平時から、迅速かつ適切な避難が可能となるよう、市町における避難行動要支

援者名簿の整備及び個別避難計画の作成の一層の促進に向けて、保健・福祉・防

災等の関係部局と社会福祉協議会等の関係機関の連携体制の構築や人材育成等、

市町の取組を支援します。 

災害時においては、要配慮者が安心して避難生活を送れるよう、災害福祉支援

チーム（Disaster Welfare Assistance Team：ＤＷＡＴ）をはじめとする保健医

療福祉チームの体制を整備するとともに、市町における福祉避難所確保の取組を

促進します。 

● 障害者福祉施設等の安全対策 

スプリンクラーや火災通報装置等の消防用設備等の設置を促進するとともに非

常用自家発電設備の整備を促進します。また、災害時や事故発生時に必要となる

情報が確実に連絡できる体制の確保に努めます。障害者福祉施設等が被災した際

には、災害によりサービスが受けられなくなった障害者の緊急的な受入れなど施

設の弾力的運用を図り、被災した地域の障害者に対する支援に努めます。 

● 災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）の体制整備 

災害時等の緊急時において、他の災害医療

救護組織等と連携し、要支援者等に対し「精

神科医療」及び「精神保健活動」が円滑に実

施できるよう、精神科医師、看護師、業務調

整員等で構成する精神科医療及び精神保健活

動の支援を行う専門的チーム（Disaster 

Psychiatric Assistance Team：ＤＰＡＴ）の

体制を整備します。 

 

(2) 犯罪被害、悪質商法被害防止対策の推進 

● 犯罪被害、悪質商法被害防止体制の整備 

地域ぐるみで被害防止に取り組む意識の高揚を図るとともに、行政、警察、自

主防犯団体や消費者団体、福祉団体等が連携して被害防止に取り組むためのネッ

トワークの構築を促進します。 

●  消費者トラブルの防止 

障害者が自らを守る力を高めるために、障害者にも分かりやすい消費者教育や

啓発を行い適時適切な情報を積極的に提供します。また、障害者が防犯力や悪質

商法への対応力を高めるための講座等に参加しやすい環境づくりを推進します。 

 

3 保健・医療の推進 

【主な取組】 

(1) 障害者の医療体制の充実 

●  医療費助成による負担の軽減 

自立支援医療（育成医療、更生医療、精神通院医療）及び重度心身障害者医療

費助成制度の適切な運用を通じて、負担の軽減を図るとともに、引き続き様々な

課題について幅広く検討します。 
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● 障害福祉サービスの利用促進 

在宅の障害者や地域生活に移行する施設入所者が、地域で安心して生活を営

み、積極的に社会参加できるよう、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継

続支援、地域生活支援事業等の日中活動サービスの利用を促進します。また、利

用者のニーズに対応できる障害福祉サービスの質の向上及び必要な量の確保を図

ります。 

● 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

精神障害者が地域の一員として安心して自分らしく暮らすことができるよう、

医療、福祉、介護、住まい、社会参加（就労）、地域の助け合い、教育が包括的

に確保された地域づくりを推進します。 

● 障害者の地域移行支援・地域定着支援の利用促進 

障害者の施設や精神科病院等から地域生活への移行を促進するため、地域の保

健・医療・福祉等の関係機関の連携強化や住まいの確保、地域住民の理解促進等

による受入れ及び相談支援体制の整備を図ることにより、地域移行支援・地域定

着支援の利用を促進します。 

● 短期入所の充実 

障害者及び在宅で介護を行う家族等の負担を軽減するため、短期入所サービス

事業所の質の向上及び必要な量の確保を図ります。 

● 障害者福祉施設等のサービスの充実 

身近な地域で様々な障害福祉サービス等が受けられるよう、障害保健福祉圏域

ごとに見込んだ必要なサービス量に対応するサービス提供体制の整備を促進しま

す。また、障害者の意思や人格を尊重し、心身の状態やニーズを的確に反映した

個別支援計画を作成するなどサービスの充実を図るとともに、施設・事業所内の

環境及び生活条件が、可能な限り地域生活に近いサービスの提供を促進します。 

● 地域生活定着支援センターによる支援の推進 

栃木県地域生活定着支援センターでは、矯正施設（刑務所または少年院等）の

退所予定者で障害等の理由により福祉的支援が必要な方に対し、受入施設のあっ

せんや障害福祉サービス等の申請をはじめとするコーディネート業務、フォロー

アップ業務、相談支援業務及び被疑者等支援業務を行い、地域で安心して生活が

できるよう支援します。 

●  高齢の障害者への適切なサービス利用の促進 

高齢の障害者の相談に適切に対応するため、市町や相談支援事業所、地域自立

支援協議会、地域包括支援センター等の関係機関の連携強化に努めます。また、

障害者の高齢化に伴う身体機能及び認知機能等の変化について早期に発見し、

個々の状況に応じた適切な支援が受けられるよう、市町や障害福祉サービス事業

所と連携して適切なサービス利用を促進します。 

 

(4) 障害福祉サービスの質の確保 

● 第三者評価の促進 

とちぎ福祉サービス第三者評価推進機構と連携して評価機関の能力向上を図

り、障害福祉サービス事業者に対し第三者評価の受審を促進します。また、サー

ビス利用者が適切なサービスを選択できるよう、評価結果や評価機関の評価実

績、評価調査者の情報公表を促進します。 

● 指導監査の充実 

障害福祉サービス事業者が障害者に対し適切なサービス提供を行うため、質の

確保・向上、適正な法人運営の確保を目的として指導監査等を公正に実施します。 

また、自立支援給付及び障害児通所給付費等に関する業務が適正かつ円滑に行

われるよう法令等に基づき、市町に対して指導します。 

● 事業者指定における市町との協力 

障害福祉サービス事業者の指定については、市町の障害福祉計画等との整合を

図るため、所在する市町等と連携の上で指定を行い、地域のニーズに即した障害

福祉サービスの提供体制の確保に努めます。 
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1 安全・安心な生活環境の整備 

【主な取組】   

(1) 住まいの確保 

●  グループホームにおける支援の充実 

障害者の意思を尊重し、自ら選択、決定する場所での生活が可能となるよう、

地域の中での社会生活が基本となるグループホームの設置を促進します。また、

一人暮らしを希望する利用者に対する支援や退去後の一人暮らしの定着のための

相談等の支援の充実を図ります。 

●  民間賃貸住宅等への円滑な入居に向けた支援 

    不動産事業者等へ向けた障害に対する理解の促進や関係部局との連携を推進す

ることにより、民間賃貸住宅への入居に向けた居住支援を促すとともに、公営住

宅をはじめとする公的賃貸住宅の利用の促進を図ります。 

 

(2) 障害者に配慮したまちづくりの推進 

●  ひとにやさしいまちづくりの推進 

栃木県ひとにやさしいまちづくり条例に基づき、｢栃木県ひとにやさしいまち

づくり推進協議会」の開催を通じ、年齢や障害の有無にかかわらず、全ての県

民が安全で快適な日常生活を営むとともに、積極的に社会参加ができるよう、

公共的施設や生活環境の整備を推進します。（再掲） 

また、障害者等用の「おもいやり駐車スペース」の確保に努めるとともに、

障害者等に対して共通の「おもいやり駐車スペース利用証」を交付すること

で、利用できる方を明らかにし、当該駐車場の利用の適正化を図ります。 

● 公共交通機関の旅客施設及び車両のバリアフリー化の促進 

誰もが安全で利用しやすい公共交通機関と

するため、鉄道駅におけるエレベーター、ス

ロープ等の設置による段差解消や、視覚障害

者誘導ブロックの設置による転落防止を促進

します。また、ノンステップバスやユニバー

サルデザインタクシーの導入により乗降時の

負担軽減を促進します。 

●  歩道等におけるバリアフリー化の推進 

誰もが安全で安心して移動できるよう、歩

道等におけるバリアフリー化を推進するとと

もに、不法占用物件の撤去の指導に努めま

す。 

● 行動範囲の拡大 

障害者の日常生活や社会参加を支援するため、鉄道、バス、航空機及びタクシ

ー等の運賃割引をはじめとする優遇制度の周知に努めます。また、福祉有償運送

制度の活用や地域における福祉タクシー等の取組を促進し、障害者の行動範囲の

拡大を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ とちぎで安心して、いきいきと生活するために 

公共交通機関のバリアフリー化                                                
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(5) 発達障害者への支援体制の充実 

● 発達障害者支援センターによる支援の充実 

発達障害者支援センター「ふぉーゆう」における相談支援を実施するととも

に、対応困難な事案等を抱える地域の支援機関に対し、発達障害者支援アドバイ

ザーの派遣等による専門的助言を行い、地域における支援の充実を図ります。ま

た、研修による人材育成や家族支援、発達障害の理解促進のための普及啓発に取

り組みます。 

● 地域支援体制の整備 

地域支援体制の充実を図るため、発達障害者地域支援マネージャーを配置し、

圏域における支援人材の育成及び家族支援等の充実を図るとともに、市町での一

次相談窓口となる発達障害者相談支援サポーターを養成し、身近な地域で支援が

受けられる体制を整備します。また、支援者のスキルアップを図るため、圏域毎

の研修を行います。 

●  ライフステージを通じた支援体制の充実 

発達障害者が、ライフステージを通じた切れ目のない支援を受けることができ

るよう、保健、医療、福祉、教育、労働等の関係機関との連携を図るとともに、

発達障害者支援地域協議会を活用し、発達障害者への一貫した支援体制の整備を

図ります。 

● 医療機関との連携等 

発達障害の早期発見・早期支援のため、かかりつけ医等の対応力の向上を図る

とともに、かかりつけ医等と発達障害の診療等ができる医療機関との連携促進に

努めます。 

 

(6) 高次脳機能障害者への支援体制の充実 

● 相談支援体制の充実 

専門的な相談支援を行う高次脳機能障害支援拠点機関（障害者総合相談所及び

（地独）栃木県立リハビリテーションセンター）と地域支援拠点機関が連携し、

身近な地域で相談が受けられる支援体制の充実を図ります。 

●  関係機関との相談支援ネットワークの構築 

高次脳機能障害者やその家族に対して、身近な地域で適切な支援を提供できる

体制を整備するため、保健、医療、福祉、労働等の関係機関による支援ネットワ

ークの構築を図ります。 

● 正しい理解への普及啓発 

高次脳機能障害の正しい理解を促進するために、障害特性や支援のあり方につ

いて普及啓発を図るとともに、家族会等と連携して、ピアサポートの普及等に取

り組みます。 

● 支援ニーズに対応した医療・福祉サービスの充実 

障害者福祉施設等の従事者や医療従事者等を対象に、障害特性を踏まえた支援

を行うための研修等を実施することで、高次脳機能障害者が必要とするサービス

を提供できる障害福祉サービス事業所、地域活動支援センター、相談支援事業

所、医療機関等の充実を図ります。 

 

(7) 障害児に対する支援の充実 

● 医療機関における療育指導の推進 

発達障害児などに対応できる、自治医科大学とちぎ子ども医療センター、（地

独）栃木県立リハビリテーションセンター等において、早期診断及び早期療育を

推進します。 

● 幼稚園、保育所、認定こども園における個別的な配慮を必要とする園児への支

援の促進 

発達段階に応じた教育・保育を受けられるよう、幼稚園、保育所、認定こども

園における個別的な配慮を必要とする園児への支援を促進します。 
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2 防災・防犯等の推進 

【主な取組】 

(1) 防災対策の推進 

● 避難行動要支援者等への支援 

平時から、迅速かつ適切な避難が可能となるよう、市町における避難行動要支

援者名簿の整備及び個別避難計画の作成の一層の促進に向けて、保健・福祉・防

災等の関係部局と社会福祉協議会等の関係機関の連携体制の構築や人材育成等、

市町の取組を支援します。 

災害時においては、要配慮者が安心して避難生活を送れるよう、災害福祉支援

チーム（Disaster Welfare Assistance Team：ＤＷＡＴ）をはじめとする保健医

療福祉チームの体制を整備するとともに、市町における福祉避難所確保の取組を

促進します。 

● 障害者福祉施設等の安全対策 

スプリンクラーや火災通報装置等の消防用設備等の設置を促進するとともに非

常用自家発電設備の整備を促進します。また、災害時や事故発生時に必要となる

情報が確実に連絡できる体制の確保に努めます。障害者福祉施設等が被災した際

には、災害によりサービスが受けられなくなった障害者の緊急的な受入れなど施

設の弾力的運用を図り、被災した地域の障害者に対する支援に努めます。 

● 災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）の体制整備 

災害時等の緊急時において、他の災害医療

救護組織等と連携し、要支援者等に対し「精

神科医療」及び「精神保健活動」が円滑に実

施できるよう、精神科医師、看護師、業務調

整員等で構成する精神科医療及び精神保健活

動の支援を行う専門的チーム（Disaster 

Psychiatric Assistance Team：ＤＰＡＴ）の

体制を整備します。 

 

(2) 犯罪被害、悪質商法被害防止対策の推進 

● 犯罪被害、悪質商法被害防止体制の整備 

地域ぐるみで被害防止に取り組む意識の高揚を図るとともに、行政、警察、自

主防犯団体や消費者団体、福祉団体等が連携して被害防止に取り組むためのネッ

トワークの構築を促進します。 

●  消費者トラブルの防止 

障害者が自らを守る力を高めるために、障害者にも分かりやすい消費者教育や

啓発を行い適時適切な情報を積極的に提供します。また、障害者が防犯力や悪質

商法への対応力を高めるための講座等に参加しやすい環境づくりを推進します。 

 

3 保健・医療の推進 

【主な取組】 

(1) 障害者の医療体制の充実 

●  医療費助成による負担の軽減 

自立支援医療（育成医療、更生医療、精神通院医療）及び重度心身障害者医療

費助成制度の適切な運用を通じて、負担の軽減を図るとともに、引き続き様々な

課題について幅広く検討します。 
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2 防災・防犯等の推進 

【主な取組】 

(1) 防災対策の推進 

● 避難行動要支援者等への支援 

平時から、迅速かつ適切な避難が可能となるよう、市町における避難行動要支

援者名簿の整備及び個別避難計画の作成の一層の促進に向けて、保健・福祉・防

災等の関係部局と社会福祉協議会等の関係機関の連携体制の構築や人材育成等、

市町の取組を支援します。 

災害時においては、要配慮者が安心して避難生活を送れるよう、災害福祉支援

チーム（Disaster Welfare Assistance Team：ＤＷＡＴ）をはじめとする保健医

療福祉チームの体制を整備するとともに、市町における福祉避難所確保の取組を

促進します。 

● 障害者福祉施設等の安全対策 

スプリンクラーや火災通報装置等の消防用設備等の設置を促進するとともに非

常用自家発電設備の整備を促進します。また、災害時や事故発生時に必要となる

情報が確実に連絡できる体制の確保に努めます。障害者福祉施設等が被災した際

には、災害によりサービスが受けられなくなった障害者の緊急的な受入れなど施

設の弾力的運用を図り、被災した地域の障害者に対する支援に努めます。 

● 災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）の体制整備 

災害時等の緊急時において、他の災害医療

救護組織等と連携し、要支援者等に対し「精

神科医療」及び「精神保健活動」が円滑に実

施できるよう、精神科医師、看護師、業務調

整員等で構成する精神科医療及び精神保健活

動の支援を行う専門的チーム（Disaster 

Psychiatric Assistance Team：ＤＰＡＴ）の

体制を整備します。 

 

(2) 犯罪被害、悪質商法被害防止対策の推進 

● 犯罪被害、悪質商法被害防止体制の整備 

地域ぐるみで被害防止に取り組む意識の高揚を図るとともに、行政、警察、自

主防犯団体や消費者団体、福祉団体等が連携して被害防止に取り組むためのネッ

トワークの構築を促進します。 

●  消費者トラブルの防止 

障害者が自らを守る力を高めるために、障害者にも分かりやすい消費者教育や

啓発を行い適時適切な情報を積極的に提供します。また、障害者が防犯力や悪質

商法への対応力を高めるための講座等に参加しやすい環境づくりを推進します。 

 

3 保健・医療の推進 

【主な取組】 

(1) 障害者の医療体制の充実 

●  医療費助成による負担の軽減 

自立支援医療（育成医療、更生医療、精神通院医療）及び重度心身障害者医療

費助成制度の適切な運用を通じて、負担の軽減を図るとともに、引き続き様々な

課題について幅広く検討します。 
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● 障害児通所支援事業の充実 

障害児が身近な地域において、年齢や特性等に応じた個々の支援計画に基づく

サービスが受けられるよう、児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪

問支援などの障害児通所支援の充実を図ります。 

● 障害児入所施設の充実 

社会的養護を担う「福祉型障害児入所施設」及び「医療型障害児入所施設」に

おいて障害児が健やかに養育されるよう、生活環境の改善や入所する障害児の処

遇向上を図ります。 

● こども発達支援センターによる支援の推進 

（地独）栃木県立リハビリテーションセンター内のこども発達支援センターに

おいて、障害児の診断や相談支援を推進するとともに、発達支援センターの理学

療法士、作業療法士、公認心理師、言語聴覚士等の専門職員による地域の療育機

関等への指導や助言などを積極的に行います。 

● 医療的ケアが必要な障害児支援の充実 

医療的ケアが必要な障害児（以下「医療的ケア児」という。）が身近な地域で

必要な支援を受けられるよう、地域における医療的ケア児の人数やニーズを把握

し、その家族のレスパイト機能を担う短期入所事業所や障害児通所支援事業所の

整備の促進や医療的ケア児を支援する人材の養成など適切な支援を行います。 

● 医療的ケア児等支援センターによる支援 

栃木県医療的ケア児等支援センター「くく

るん」では、医療的ケア児やその家族に対し

て、相談支援、家族支援、地域づくり、普及

啓発等の事業を行うとともに、市町の医療的

ケア児等コーディネーター等と連携しながら

支援ネットワークの強化に取り組み、医療的

ケア児とその家族が地域で安心して自分らし

く生活を送れるよう支援します。 

 

(8) ひきこもり支援体制の充実 

● 子ども若者・ひきこもり総合相談センターによる支援 

栃木県子ども若者・ひきこもり総合相談センター「ポラリス☆とちぎ」では、

ひきこもり、ニート、不登校等、社会生活を営む上で困難を有する子どもや若者

等に関する総合相談窓口として相談を受け付けるとともに、子ども・若者支援地

域協議会等を通じて教育、福祉、雇用等の様々な分野の関係機関と連携し、それ

ぞれの専門性を生かした総合的支援に取り組みます。また、ひきこもりの長期

化・高年齢化に対応するため、専用の電話相談窓口を設置するなど中高年のひき

こもり当事者を支援するとともに、居場所づくり支援に取り組みます。 

●  市町における支援体制の充実 

身近な地域において相談が受けられるよ

う、「ポラリス☆とちぎ」による市町への出張

相談やひきこもりサポーターの養成により、

市町の相談体制の強化を図ります。 

 

(9) 障害者の家族への支援体制の充実 

● 県民への普及啓発 

ケアラーをはじめとする障害者の家族に対する支援の必要性等について、県

民、事業者、関係機関、支援団体等に対して理解と関心を深めるための普及啓発

に取り組みます。 

 

 

 

 

くくるん動                                                

 

ポラリス☆とちぎ動                                                
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● 障害児通所支援事業の充実 

障害児が身近な地域において、年齢や特性等に応じた個々の支援計画に基づく

サービスが受けられるよう、児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪

問支援などの障害児通所支援の充実を図ります。 

● 障害児入所施設の充実 

社会的養護を担う「福祉型障害児入所施設」及び「医療型障害児入所施設」に

おいて障害児が健やかに養育されるよう、生活環境の改善や入所する障害児の処

遇向上を図ります。 

● こども発達支援センターによる支援の推進 

（地独）栃木県立リハビリテーションセンター内のこども発達支援センターに

おいて、障害児の診断や相談支援を推進するとともに、発達支援センターの理学

療法士、作業療法士、公認心理師、言語聴覚士等の専門職員による地域の療育機

関等への指導や助言などを積極的に行います。 

● 医療的ケアが必要な障害児支援の充実 

医療的ケアが必要な障害児（以下「医療的ケア児」という。）が身近な地域で

必要な支援を受けられるよう、地域における医療的ケア児の人数やニーズを把握

し、その家族のレスパイト機能を担う短期入所事業所や障害児通所支援事業所の

整備の促進や医療的ケア児を支援する人材の養成など適切な支援を行います。 

● 医療的ケア児等支援センターによる支援 

栃木県医療的ケア児等支援センター「くく

るん」では、医療的ケア児やその家族に対し

て、相談支援、家族支援、地域づくり、普及

啓発等の事業を行うとともに、市町の医療的

ケア児等コーディネーター等と連携しながら

支援ネットワークの強化に取り組み、医療的

ケア児とその家族が地域で安心して自分らし

く生活を送れるよう支援します。 

 

(8) ひきこもり支援体制の充実 

● 子ども若者・ひきこもり総合相談センターによる支援 

栃木県子ども若者・ひきこもり総合相談センター「ポラリス☆とちぎ」では、

ひきこもり、ニート、不登校等、社会生活を営む上で困難を有する子どもや若者

等に関する総合相談窓口として相談を受け付けるとともに、子ども・若者支援地

域協議会等を通じて教育、福祉、雇用等の様々な分野の関係機関と連携し、それ

ぞれの専門性を生かした総合的支援に取り組みます。また、ひきこもりの長期

化・高年齢化に対応するため、専用の電話相談窓口を設置するなど中高年のひき

こもり当事者を支援するとともに、居場所づくり支援に取り組みます。 

●  市町における支援体制の充実 

身近な地域において相談が受けられるよ

う、「ポラリス☆とちぎ」による市町への出張

相談やひきこもりサポーターの養成により、

市町の相談体制の強化を図ります。 

 

(9) 障害者の家族への支援体制の充実 

● 県民への普及啓発 

ケアラーをはじめとする障害者の家族に対する支援の必要性等について、県

民、事業者、関係機関、支援団体等に対して理解と関心を深めるための普及啓発

に取り組みます。 

 

 

 

 

くくるん動                                                

 

ポラリス☆とちぎ動                                                

 

Ⅱ 

と
ち
ぎ
で
安
心
し
て
、
い
き
い
き
と
生
活
す
る
た
め
に 

 

第
２
部 

各
論 

23 
 

 

● 障害児通所支援事業の充実 

障害児が身近な地域において、年齢や特性等に応じた個々の支援計画に基づく

サービスが受けられるよう、児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪

問支援などの障害児通所支援の充実を図ります。 

● 障害児入所施設の充実 

社会的養護を担う「福祉型障害児入所施設」及び「医療型障害児入所施設」に

おいて障害児が健やかに養育されるよう、生活環境の改善や入所する障害児の処

遇向上を図ります。 

● こども発達支援センターによる支援の推進 

（地独）栃木県立リハビリテーションセンター内のこども発達支援センターに

おいて、障害児の診断や相談支援を推進するとともに、発達支援センターの理学

療法士、作業療法士、公認心理師、言語聴覚士等の専門職員による地域の療育機

関等への指導や助言などを積極的に行います。 

● 医療的ケアが必要な障害児支援の充実 

医療的ケアが必要な障害児（以下「医療的ケア児」という。）が身近な地域で

必要な支援を受けられるよう、地域における医療的ケア児の人数やニーズを把握

し、その家族のレスパイト機能を担う短期入所事業所や障害児通所支援事業所の

整備の促進や医療的ケア児を支援する人材の養成など適切な支援を行います。 

● 医療的ケア児等支援センターによる支援 

栃木県医療的ケア児等支援センター「くく

るん」では、医療的ケア児やその家族に対し

て、相談支援、家族支援、地域づくり、普及

啓発等の事業を行うとともに、市町の医療的

ケア児等コーディネーター等と連携しながら

支援ネットワークの強化に取り組み、医療的

ケア児とその家族が地域で安心して自分らし

く生活を送れるよう支援します。 

 

(8) ひきこもり支援体制の充実 

● 子ども若者・ひきこもり総合相談センターによる支援 

栃木県子ども若者・ひきこもり総合相談センター「ポラリス☆とちぎ」では、

ひきこもり、ニート、不登校等、社会生活を営む上で困難を有する子どもや若者

等に関する総合相談窓口として相談を受け付けるとともに、子ども・若者支援地

域協議会等を通じて教育、福祉、雇用等の様々な分野の関係機関と連携し、それ

ぞれの専門性を生かした総合的支援に取り組みます。また、ひきこもりの長期

化・高年齢化に対応するため、専用の電話相談窓口を設置するなど中高年のひき

こもり当事者を支援するとともに、居場所づくり支援に取り組みます。 

●  市町における支援体制の充実 

身近な地域において相談が受けられるよ

う、「ポラリス☆とちぎ」による市町への出張

相談やひきこもりサポーターの養成により、

市町の相談体制の強化を図ります。 

 

(9) 障害者の家族への支援体制の充実 

● 県民への普及啓発 

ケアラーをはじめとする障害者の家族に対する支援の必要性等について、県

民、事業者、関係機関、支援団体等に対して理解と関心を深めるための普及啓発

に取り組みます。 
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1 安全・安心な生活環境の整備 

【主な取組】   

(1) 住まいの確保 

●  グループホームにおける支援の充実 

障害者の意思を尊重し、自ら選択、決定する場所での生活が可能となるよう、

地域の中での社会生活が基本となるグループホームの設置を促進します。また、

一人暮らしを希望する利用者に対する支援や退去後の一人暮らしの定着のための

相談等の支援の充実を図ります。 

●  民間賃貸住宅等への円滑な入居に向けた支援 

    不動産事業者等へ向けた障害に対する理解の促進や関係部局との連携を推進す

ることにより、民間賃貸住宅への入居に向けた居住支援を促すとともに、公営住

宅をはじめとする公的賃貸住宅の利用の促進を図ります。 

 

(2) 障害者に配慮したまちづくりの推進 

●  ひとにやさしいまちづくりの推進 

栃木県ひとにやさしいまちづくり条例に基づき、｢栃木県ひとにやさしいまち

づくり推進協議会」の開催を通じ、年齢や障害の有無にかかわらず、全ての県

民が安全で快適な日常生活を営むとともに、積極的に社会参加ができるよう、

公共的施設や生活環境の整備を推進します。（再掲） 

また、障害者等用の「おもいやり駐車スペース」の確保に努めるとともに、
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● 障害者の家族への情報提供や相談体制の充実 

ケアラーをはじめとする障害者の家族に対して、対象者の意向を踏まえながら

相談機関や障害福祉サービス等に関する情報提供を行うとともに、人材の育成及

び確保を図り、相談がしやすい環境となるよう支援体制整備に向けた取組を支援

していきます。 

● 必要なサービス提供体制の確保 

在宅の障害者や地域生活に移行する施設入所者が地域で安心して生活を営み、

積極的に社会参加できるよう、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支

援、地域生活支援事業等の日中活動サービスの利用を促進します。また、利用者

のニーズに対応できる障害福祉サービスの質の向上及び必要な量の確保を図りま

す。（再掲） 

 

(10) 広域的な相談支援体制の充実 

● 障害者総合相談所による専門的な支援 

身体障害者更生相談所及び知的障害者更生相談所を含む総合的な相談機関とし

ての専門性を生かし、市町や相談支援事業所等に対する支援を行います。 

● 精神保健福祉センターによる専門的な支援 

地域精神保健福祉活動推進の中核となる機関として、健康福祉センター及び宇

都宮市保健所との連携を図りながら、市町や相談支援事業所等の相談支援に対す

る支援の充実に努めます。 

● 児童相談所による専門的な支援 

児童福祉の専門機関として、障害児や保護者の相談支援を担う市町や相談支援

事業所等と連携を図りながら、障害児に対する相談支援の質の向上に努めます。 

● 健康福祉センターによる専門的な支援 

広域的・専門的な視点から、地域住民の健康増進や障害の発生予防のための普

及啓発を実施するとともに、市町や医療機関、教育機関などと連携しながら精神

障害や発達障害等のある方の相談支援に取り組みます。 

 

(11) 各種サービス・制度の普及と促進 

● 手帳制度の円滑な運用と周知 

様々な支援策や優遇措置を受けられるよう、身体障害者手帳、療育手帳及び精

神障害者保健福祉手帳の制度を円滑に運用するとともに、その周知や障害者手帳

アプリ「ミライロ ID」の活用促進に努めます。 

● 補装具費等の支給・日常生活用具給付の促進等 

障害者の日常生活や社会参加を促進するため、補装具費の支給や日常生活用具

の給付、軽度・中等度の聴覚障害のある児童の補聴器購入・修理費用の一部助成

について市町の適正な支給等を支援するとともに、福祉用具・住宅改修等に関す

る相談支援の充実に努めます。 

● 身体障害者補助犬制度の普及と推進 

身体障害者の社会参加等を促進するため、盲導

犬、介助犬及び聴導犬の身体障害者補助犬制度の周

知を図るとともに、身体障害者補助犬を同伴しての

施設利用についての理解促進に努めます。 
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2 防災・防犯等の推進 

【主な取組】 

(1) 防災対策の推進 

● 避難行動要支援者等への支援 

平時から、迅速かつ適切な避難が可能となるよう、市町における避難行動要支

援者名簿の整備及び個別避難計画の作成の一層の促進に向けて、保健・福祉・防

災等の関係部局と社会福祉協議会等の関係機関の連携体制の構築や人材育成等、

市町の取組を支援します。 

災害時においては、要配慮者が安心して避難生活を送れるよう、災害福祉支援

チーム（Disaster Welfare Assistance Team：ＤＷＡＴ）をはじめとする保健医

療福祉チームの体制を整備するとともに、市町における福祉避難所確保の取組を

促進します。 

● 障害者福祉施設等の安全対策 

スプリンクラーや火災通報装置等の消防用設備等の設置を促進するとともに非

常用自家発電設備の整備を促進します。また、災害時や事故発生時に必要となる

情報が確実に連絡できる体制の確保に努めます。障害者福祉施設等が被災した際

には、災害によりサービスが受けられなくなった障害者の緊急的な受入れなど施

設の弾力的運用を図り、被災した地域の障害者に対する支援に努めます。 

● 災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）の体制整備 

災害時等の緊急時において、他の災害医療

救護組織等と連携し、要支援者等に対し「精

神科医療」及び「精神保健活動」が円滑に実

施できるよう、精神科医師、看護師、業務調

整員等で構成する精神科医療及び精神保健活

動の支援を行う専門的チーム（Disaster 

Psychiatric Assistance Team：ＤＰＡＴ）の

体制を整備します。 

 

(2) 犯罪被害、悪質商法被害防止対策の推進 

● 犯罪被害、悪質商法被害防止体制の整備 

地域ぐるみで被害防止に取り組む意識の高揚を図るとともに、行政、警察、自

主防犯団体や消費者団体、福祉団体等が連携して被害防止に取り組むためのネッ

トワークの構築を促進します。 

●  消費者トラブルの防止 

障害者が自らを守る力を高めるために、障害者にも分かりやすい消費者教育や

啓発を行い適時適切な情報を積極的に提供します。また、障害者が防犯力や悪質

商法への対応力を高めるための講座等に参加しやすい環境づくりを推進します。 

 

3 保健・医療の推進 

【主な取組】 

(1) 障害者の医療体制の充実 

●  医療費助成による負担の軽減 

自立支援医療（育成医療、更生医療、精神通院医療）及び重度心身障害者医療

費助成制度の適切な運用を通じて、負担の軽減を図るとともに、引き続き様々な

課題について幅広く検討します。 
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5 雇用・就業及び経済的自立の支援 

【主な取組】 

(1) 雇用の促進 

● 障害者雇用に関する理解促進及び普及啓発 

県内民間企業における障害者雇用を促進させるため、事業主等に対して雇用率

制度を周知するとともに、障害者雇用に関する研修会の開催などの取組を行い、

理解促進を図ります。また、障害者雇用に理解のある事業所を表彰するなど、普

及啓発活動を行います。（再掲） 

● 職場実習の機会の確保 

企業の障害者雇用に対する理解を深めるとともに、障害者の雇用促進と就労の

安定を図るため、職場実習の機会の確保に努めます。 

● 職業能力開発の推進 

一般就労の促進には職業能力の向上が重要であるため、ハローワーク、障害者

就労施設、障害者職業訓練コーディネーター等の連携を強化し、障害者委託訓練

の積極的な活用を図ることで、職業能力開発の推進に努めます。 

● とちぎジョブモールによる就労支援 

就労支援に関する県の拠点施設であるとちぎジョブモールにおいて、就職に向

けてのキャリアカウンセリング、資格取得等の能力開発支援及び各種セミナーを

開催するほか、専門相談窓口を定期的に開設し、障害者の就労に関する情報提供

などの支援を行います。 

● 関係機関との連携強化及び支援体制の充実・強化 

障害者雇用に向けて、民間企業や労働、教育、福祉、医療等の関係機関との連

携強化及び支援体制の充実・強化に取り組みます。また、ハローワークや福祉等

の関係機関と連携して障害者合同就職面接会の開催など雇用の場の確保、障害の

ある人の就労環境の整備・改善や雇用の場の拡大を図ります。 

 

(2) 職業生活の支援の充実 

● 障害者就業・生活支援センターの充実 

全ての障害保健福祉圏域に設置している障害者就業・生活支援センターの機能

が効果的に発揮できるよう、雇用、保健、福祉、教育等の関係機関との連携を強

化します。 

● 一般就労に向けた地域の就労支援ネットワークの構築 

障害者の一般就労に向けた支援体制を強化するため、福祉、教育、雇用、医療

等を含めた就労支援ネットワークを構築し、事例検討や研修会等を通して、情報

共有、相互連携の強化を図ります。 

● 障害者技能競技大会（アビリンピック）への参加促進 

障害者技能競技大会（アビリンピック）への選手の参加を促進することによ

り、職業能力の向上を図り、社会に参加する誇りと自信につなげるとともに、障

害者に対する社会の理解と認識を深め、障害者の雇用の促進と地位の向上に努め

ます。 

 

(3) 福祉的就労に関する支援の充実 

● 障害者工賃向上計画に基づく取組の推進 

栃木県障害者工賃向上計画「とちぎナイスハート❤プラン」に基づき、就労継

続支援Ｂ型事業所における工賃向上の取組が効果的に実施されるよう支援し、協

働して取り組みます。（再掲） 

目標工賃達成に向け、市町や関係機関と連携し、障害者就労支援事業所等によ

る受注機会の獲得、セルプ商品販売会の確保を支援します。 

● 障害者優先調達の推進 

障害者優先調達推進法に基づき、毎年度、栃木県障害者優先調達推進方針を策

定し、障害者就労支援事業所の提供する物品・サービスの優先調達を推進します。 
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1 安全・安心な生活環境の整備 

【主な取組】   

(1) 住まいの確保 

●  グループホームにおける支援の充実 

障害者の意思を尊重し、自ら選択、決定する場所での生活が可能となるよう、

地域の中での社会生活が基本となるグループホームの設置を促進します。また、

一人暮らしを希望する利用者に対する支援や退去後の一人暮らしの定着のための

相談等の支援の充実を図ります。 

●  民間賃貸住宅等への円滑な入居に向けた支援 

    不動産事業者等へ向けた障害に対する理解の促進や関係部局との連携を推進す

ることにより、民間賃貸住宅への入居に向けた居住支援を促すとともに、公営住

宅をはじめとする公的賃貸住宅の利用の促進を図ります。 

 

(2) 障害者に配慮したまちづくりの推進 

●  ひとにやさしいまちづくりの推進 

栃木県ひとにやさしいまちづくり条例に基づき、｢栃木県ひとにやさしいまち

づくり推進協議会」の開催を通じ、年齢や障害の有無にかかわらず、全ての県

民が安全で快適な日常生活を営むとともに、積極的に社会参加ができるよう、

公共的施設や生活環境の整備を推進します。（再掲） 

また、障害者等用の「おもいやり駐車スペース」の確保に努めるとともに、

障害者等に対して共通の「おもいやり駐車スペース利用証」を交付すること

で、利用できる方を明らかにし、当該駐車場の利用の適正化を図ります。 

● 公共交通機関の旅客施設及び車両のバリアフリー化の促進 

誰もが安全で利用しやすい公共交通機関と

するため、鉄道駅におけるエレベーター、ス

ロープ等の設置による段差解消や、視覚障害

者誘導ブロックの設置による転落防止を促進

します。また、ノンステップバスやユニバー

サルデザインタクシーの導入により乗降時の

負担軽減を促進します。 

●  歩道等におけるバリアフリー化の推進 

誰もが安全で安心して移動できるよう、歩

道等におけるバリアフリー化を推進するとと

もに、不法占用物件の撤去の指導に努めま

す。 

● 行動範囲の拡大 

障害者の日常生活や社会参加を支援するため、鉄道、バス、航空機及びタクシ

ー等の運賃割引をはじめとする優遇制度の周知に努めます。また、福祉有償運送

制度の活用や地域における福祉タクシー等の取組を促進し、障害者の行動範囲の

拡大を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ とちぎで安心して、いきいきと生活するために 

公共交通機関のバリアフリー化                                                
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● とちぎセルプセンターとの連携 

とちぎセルプセンターを障害者就労支援事業所支援の中核機関と位置づけ、作

業の受注確保や、製品の販路拡大、新製品の開発や技術支援、共同受発注等、情

報を共有化し、連携を強化します。 

● 県民への普及啓発 

障害者就労支援事業所で製作したセルプ商

品の展示・販売を行う「とちぎナイスハート

バザール」の開催や、ツイッターなどのＳＮ

Ｓを活用し、就労支援に係る取組についての

情報を発信し、県民への普及啓発を図りま

す。 

● 農業と福祉の連携 

とちぎユニバーサル農業に関する取組との

連携を図ることにより、障害者就労支援事業

所における農作業の効率化や施設外就労等に

よる農業の担い手として工賃の向上に努めま

す。 

● 地域における支援体制の構築 

自立支援協議会（就労支援部会）等を活用

し、雇用や福祉等の関係機関が連携した支援

体制の構築を推進していきます。 

 

6 教育の振興 

【主な取組】 

(1) 教育の理解促進と実践的な指導力の向上 

● 全ての教員の特別支援教育に関する専門性の向上 

全ての教員が、一人ひとりの幼児児童生徒への理解を深めるとともに、個々の

障害の特性等を理解し、個別の教育支援計画・個別の指導計画等の特別支援教育

に関する基礎的知識を身に付け、日常の教育活動に生かせるよう、教員を対象と

した研修の充実を図ります。（再掲） 

● 校内支援体制の充実 

小・中・高等学校では、管理職や特別支援教育コーディネーター等を対象とし

た研修会を開催し、校内支援体制の充実を図ります。特別支援学校では、幼児児

童生徒の障害の状態や教育的ニーズに応じた支援体制を整えます。（再掲） 

● 職業教育の充実 

特別支援学校では、生徒の社会的･職業的自立を見据え、企業や福祉・労働等

の関係機関との連携のもと、実践的な職業教育を充実させるとともに、実習・就

職先の開拓を進め、県全体の就労支援体制の構築を図ります。 

 

(2) 就学前から学校卒業までの一貫した支援体制の構築 

● 個別の教育支援計画を活用した支援情報の引継ぎの推進 

各学校段階等の移行期において、個別の教育支援計画等の活用により、合理的

配慮を含む支援情報の確実な引継ぎを一層推進します。 

● 家庭及び医療、保健、福祉、労働等の関係機関等との連携の促進 

本人・保護者の参画による個別の教育支援計画の作成・活用を推進し、家庭及

び医療、保健、福祉、労働等の業務を行う関係機関と連携した適切な指導･支援

の充実を図ります。 

● 障害のある子どもに対する教育支援の推進 

市町における就学相談が保健福祉部局と連携して進められるよう、担当者への

研修や訪問支援等を充実させることで、市町の教育支援に関する取組を支援します。 

とちぎナイスハート農福マルシェ動                                                

 

とちぎナイスハートバザール動                                                
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Ｓを活用し、就労支援に係る取組についての

情報を発信し、県民への普及啓発を図りま

す。 

● 農業と福祉の連携 
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よる農業の担い手として工賃の向上に努めま
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し、雇用や福祉等の関係機関が連携した支援

体制の構築を推進していきます。 

 

6 教育の振興 

【主な取組】 

(1) 教育の理解促進と実践的な指導力の向上 

● 全ての教員の特別支援教育に関する専門性の向上 

全ての教員が、一人ひとりの幼児児童生徒への理解を深めるとともに、個々の

障害の特性等を理解し、個別の教育支援計画・個別の指導計画等の特別支援教育

に関する基礎的知識を身に付け、日常の教育活動に生かせるよう、教員を対象と

した研修の充実を図ります。（再掲） 

● 校内支援体制の充実 

小・中・高等学校では、管理職や特別支援教育コーディネーター等を対象とし

た研修会を開催し、校内支援体制の充実を図ります。特別支援学校では、幼児児

童生徒の障害の状態や教育的ニーズに応じた支援体制を整えます。（再掲） 

● 職業教育の充実 

特別支援学校では、生徒の社会的･職業的自立を見据え、企業や福祉・労働等

の関係機関との連携のもと、実践的な職業教育を充実させるとともに、実習・就

職先の開拓を進め、県全体の就労支援体制の構築を図ります。 

 

(2) 就学前から学校卒業までの一貫した支援体制の構築 

● 個別の教育支援計画を活用した支援情報の引継ぎの推進 

各学校段階等の移行期において、個別の教育支援計画等の活用により、合理的

配慮を含む支援情報の確実な引継ぎを一層推進します。 

● 家庭及び医療、保健、福祉、労働等の関係機関等との連携の促進 

本人・保護者の参画による個別の教育支援計画の作成・活用を推進し、家庭及

び医療、保健、福祉、労働等の業務を行う関係機関と連携した適切な指導･支援

の充実を図ります。 

● 障害のある子どもに対する教育支援の推進 

市町における就学相談が保健福祉部局と連携して進められるよう、担当者への

研修や訪問支援等を充実させることで、市町の教育支援に関する取組を支援します。  

とちぎナイスハート農福マルシェ

とちぎナイスハートバザール
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2 防災・防犯等の推進 

【主な取組】 

(1) 防災対策の推進 

● 避難行動要支援者等への支援 

平時から、迅速かつ適切な避難が可能となるよう、市町における避難行動要支

援者名簿の整備及び個別避難計画の作成の一層の促進に向けて、保健・福祉・防

災等の関係部局と社会福祉協議会等の関係機関の連携体制の構築や人材育成等、

市町の取組を支援します。 

災害時においては、要配慮者が安心して避難生活を送れるよう、災害福祉支援

チーム（Disaster Welfare Assistance Team：ＤＷＡＴ）をはじめとする保健医

療福祉チームの体制を整備するとともに、市町における福祉避難所確保の取組を

促進します。 

● 障害者福祉施設等の安全対策 

スプリンクラーや火災通報装置等の消防用設備等の設置を促進するとともに非

常用自家発電設備の整備を促進します。また、災害時や事故発生時に必要となる

情報が確実に連絡できる体制の確保に努めます。障害者福祉施設等が被災した際

には、災害によりサービスが受けられなくなった障害者の緊急的な受入れなど施

設の弾力的運用を図り、被災した地域の障害者に対する支援に努めます。 

● 災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）の体制整備 

災害時等の緊急時において、他の災害医療

救護組織等と連携し、要支援者等に対し「精

神科医療」及び「精神保健活動」が円滑に実

施できるよう、精神科医師、看護師、業務調

整員等で構成する精神科医療及び精神保健活

動の支援を行う専門的チーム（Disaster 

Psychiatric Assistance Team：ＤＰＡＴ）の

体制を整備します。 

 

(2) 犯罪被害、悪質商法被害防止対策の推進 

● 犯罪被害、悪質商法被害防止体制の整備 

地域ぐるみで被害防止に取り組む意識の高揚を図るとともに、行政、警察、自

主防犯団体や消費者団体、福祉団体等が連携して被害防止に取り組むためのネッ

トワークの構築を促進します。 

●  消費者トラブルの防止 

障害者が自らを守る力を高めるために、障害者にも分かりやすい消費者教育や

啓発を行い適時適切な情報を積極的に提供します。また、障害者が防犯力や悪質

商法への対応力を高めるための講座等に参加しやすい環境づくりを推進します。 

 

3 保健・医療の推進 

【主な取組】 

(1) 障害者の医療体制の充実 

●  医療費助成による負担の軽減 

自立支援医療（育成医療、更生医療、精神通院医療）及び重度心身障害者医療

費助成制度の適切な運用を通じて、負担の軽減を図るとともに、引き続き様々な

課題について幅広く検討します。 
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● 犯罪被害、悪質商法被害防止体制の整備 

地域ぐるみで被害防止に取り組む意識の高揚を図るとともに、行政、警察、自

主防犯団体や消費者団体、福祉団体等が連携して被害防止に取り組むためのネッ

トワークの構築を促進します。 
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3 保健・医療の推進 
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自立支援医療（育成医療、更生医療、精神通院医療）及び重度心身障害者医療
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1 いちご一会とちぎ大会を契機とした障害者スポーツの推進 

【主な取組】 

(1) 障害者スポーツの推進 

● 障害者スポーツの普及 

障害者スポーツを普及するため、各種スポ

ーツ教室の開催や情報提供の充実に努めると

ともに、栃木県障害者スポーツ協会の取組を

支援します。また、とちぎパラスポーツ推進

センターにおいて選手・指導者・ボランティ

ア・競技団体等のニーズや課題を把握してマ

ネジメントを行うとともに、障害の特性や活

動の目的など、障害のある人それぞれのニー

ズに応じたスポーツ活動に対する支援の充実

に努めます。 

● パラスポーツ指導者の養成及び資質の向上 

障害者スポーツの振興を図るため、栃木県障がい者スポーツ指導者協議会と協

力してパラスポーツ指導者の養成・確保に努めるとともに、指導者の資質向上及

び指導者相互の連携を図ります。 

● 障害者スポーツ大会の開催 

障害者の健康の保持・増進及び社会参加を

促進させるとともに障害者に対する理解を深

めるため、栃木県障害者スポーツ大会等を開

催します。また、全国障害者スポーツ大会に

選手団を派遣します。 

 

(2) 障害者スポーツ選手等の育成・強化 

● 障害者スポーツ体験会の開催 

障害者スポーツに興味・関心を持ち、競技

としてスポーツに取り組む障害者が増えるよ

う、障害者スポーツスクール・体験会を開催

します。また、体験会等を通じ、幅広く選手

の掘り起こしを図り、競技団体等の講習会へ

の参加を促すことで競技人口の拡大を図りま

す。 

● 競技力の向上に向けた取組の推進 

全国障害者スポーツ大会に向け、栃木県を代表する選手の取組意欲や競技力の

向上を図るとともに、障害者スポーツの普及、理解促進を目的とした強化指定選

手制度に基づき選手を選定し、強化練習会の開催、県外遠征等を支援します。 

また、全国障害者スポーツ大会に派遣する選手に対する合同練習会を実施しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 人がつながるとちぎであるために 
   ～いちご一会とちぎ大会レガシーの継承～ 

 

スポーツ教室（コントロールアタック）

                                                

 

水泳動                                                

 

障害者スポーツスクール動                                                

 

車いすバスケットボール動                                                

 

全国障害者スポーツ大会動                                                
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全国障害者スポーツ大会に向け、栃木県を代表する選手の取組意欲や競技力の

向上を図るとともに、障害者スポーツの普及、理解促進を目的とした強化指定選
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(2) レクリエーション活動等の充実 

● レクリエーション活動等の充実 

施設見学などの戸外活動を活用した障害者同士の交流等を通じて、障害者の生

活の質的向上を目指して、レクリエーション活動等の機会と内容の充実を図りま

す。 

● 日々の「楽しみ」の場の充実 

日々のコミュニケーションの場や「楽しむ」ための空間づくりを通して、日中

活動サービスや地域活動支援センターの充実を図ります。 

 

3 情報アクセシビリティ(情報の利用のしやすさ)の向上及び意思疎通支援の充実 

【主な取組】 

(1) 障害特性に応じた情報提供      

● 情報コミュニケーション支援の推進 

障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法及び栃木県障害

者コミュニケーション条例に基づき、障害者が障害の特性に応じた情報の取得及

びコミュニケーション手段の利用がしやすい環境づくりを推進するとともに、普

及啓発等に努めます。 

● とちぎ視聴覚障害者情報センターの充実 

視覚障害者、聴覚障害者に対し、点字・録音図書、字幕・手話入りＤＶＤの貸

出等の情報提供及び手話通訳者等の養成・派遣を円滑に行うため、とちぎ視聴覚

障害者情報センターの機能を充実します。また、利用促進のため視聴覚障害者等

に対し普及啓発を図ります。 

● 読書バリアフリーの推進 

読書バリアフリー法の趣旨及び栃木県読書活動推進計画（令和６(2024)年３月

策定）に基づき、関係機関と連携を図りながら、視覚障害者等の読書環境の整備

促進に努めます。 

 

(2) 意思疎通支援の充実 

● 専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成・派遣 

障害特性に応じた意思疎通支援のため、手話通訳者、要約筆記者、朗読奉仕

員、点訳奉仕員、盲ろう者向け通訳・介助員及び失語症者向け意思疎通支援者等

を養成するとともに、その円滑な派遣を促進します。 

● 障害者ＩＣＴサポートセンターによる支援 

栃木県障害者ＩＣＴサポートセンターでは、視覚、聴覚、言語・音声機能等に

障害のある人のコミュニケーション能力を高めるため、視聴覚障害者向けのＩＣ

Ｔ機器操作相談講習会の開催、障害者のＩＣＴ機器の操作支援を行うボランティ

アの養成及び派遣など、障害者のＩＣＴ機器の活用を支援します。 

 

(3) 行政情報のアクセシビリティ（利用しやすさ）の向上 

● 情報提供におけるアクセシビリティの向上 

緊急時における情報提供及び障害者に対し情報提供を行う際は、手話通訳、要

約筆記、字幕・音声等の適切な活用や、知的障害者、精神障害者等にも分かりや

すい情報の提供に努めるなど、多様な障害の特性に応じた配慮に努めます。 

● 選挙における配慮 

点字、音声、拡大文字等障害特性に応じた選挙等に関する情報提供の充実に努

めるとともに、指定病院等における不在者投票、郵便等による不在者投票の適切

な実施の促進により選挙の公正を確保しつつ、投票所での投票が困難な障害者の

投票機会の確保に努めます。また、投票所のバリアフリー化、障害者の利用に配

慮した投票設備の設置等投票環境の向上及び代理投票の適切な実施等の取組を市

町に促します。  

 

Ⅲ 

人
が
つ
な
が
る
と
ち
ぎ
で
あ
る
た
め
に 

第
２
部 

各
論 



28 
 

 

2 文化芸術・レクリエーション活動の推進 

【主な取組】 

(1) 障害者による文化芸術活動の推進 

● 文化芸術活動の普及 

障害者が文化芸術活動にふれ、楽しみ、深

めることができる社会づくりを推進するた

め、障害者芸術文化活動支援センター「とち

ぎアートサポートセンターＴＡＭ」を設置

し、文化芸術活動に対する支援の充実に努め

ます。 

● 鑑賞機会の拡大 

美術館、博物館などの文化施設における観覧料の減免や、字幕・手話通訳・音

声ガイド等の情報保障をはじめとした鑑賞サポートの充実により、鑑賞機会の拡

大に努めます。 

● 発表機会の確保及び交流の促進 

障害者文化祭（カルフルとちぎ こころのつどい）や障害者芸術展（Viewing

展）、県立文化施設等での展覧会等の開催により、積極的に文化芸術活動に取り

組み、その成果を発表できる機会の充実を図るとともに、障害のある人とない人

との交流を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 人材の育成及び創造機会の拡大 

文化芸術活動を支援する者等に対して、支

援方法や著作権等の権利保護、障害特性への

理解等に関する研修や現場体験プログラムの

提供等を行い、人材の育成及び確保を進める

とともに、支援人材を充実させることで創造

の機会を拡大します。 

● ネットワークの構築 

多角的な面から支援のあり方が考えられるよう、障害者やその家族、福祉や芸

術の専門家、事業所や文化施設の職員、行政職員、教育関係者等による会議を開

催し、文化芸術活動の支援者が連携・協力するネットワークを構築します。 

● 情報の収集及び発信 

文化芸術活動の実態把握、作品・作者の調査・発掘・評価、文化芸術活動を行

う障害福祉サービス事業所等の取組など、栃木県内の文化芸術活動の情報を収集

し、とちぎアートサポートセンターＴＡＭのホームページ等で発信します。 

● 芸術上価値が高い作品等の販売等に係る支援 

芸術上価値が高い文化芸術作品の販売や二次利用、商品化に資するため、著作

権等の権利保護に関する研修を行うなど、作品の適切、安全、円滑な販売に向け

た支援に努めます。 

 

 

 

とちぎアートサポートセンターＴＡＭ動                                                

 

障害者文化祭「カルフルとちぎ こころのつどい」

                                                

 

障害者芸術展「Viewing 展」動                                                

 

現場体験プログラム動                                                
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催し、文化芸術活動の支援者が連携・協力するネットワークを構築します。 
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文化芸術活動の実態把握、作品・作者の調査・発掘・評価、文化芸術活動を行
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とちぎアートサポートセンターＴＡＭ

障害者文化祭「カルフルとちぎ こころのつどい」 障害者芸術展「Viewing 展」

現場体験プログラム
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2 文化芸術・レクリエーション活動の推進 
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(2) レクリエーション活動等の充実 

● レクリエーション活動等の充実 

施設見学などの戸外活動を活用した障害者同士の交流等を通じて、障害者の生

活の質的向上を目指して、レクリエーション活動等の機会と内容の充実を図りま

す。 

● 日々の「楽しみ」の場の充実 

日々のコミュニケーションの場や「楽しむ」ための空間づくりを通して、日中

活動サービスや地域活動支援センターの充実を図ります。 

 

3 情報アクセシビリティ(情報の利用のしやすさ)の向上及び意思疎通支援の充実 

【主な取組】 

(1) 障害特性に応じた情報提供      

● 情報コミュニケーション支援の推進 

障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法及び栃木県障害

者コミュニケーション条例に基づき、障害者が障害の特性に応じた情報の取得及

びコミュニケーション手段の利用がしやすい環境づくりを推進するとともに、普

及啓発等に努めます。 

● とちぎ視聴覚障害者情報センターの充実 

視覚障害者、聴覚障害者に対し、点字・録音図書、字幕・手話入りＤＶＤの貸

出等の情報提供及び手話通訳者等の養成・派遣を円滑に行うため、とちぎ視聴覚

障害者情報センターの機能を充実します。また、利用促進のため視聴覚障害者等

に対し普及啓発を図ります。 

● 読書バリアフリーの推進 

読書バリアフリー法の趣旨及び栃木県読書活動推進計画（令和６(2024)年３月

策定）に基づき、関係機関と連携を図りながら、視覚障害者等の読書環境の整備

促進に努めます。 

 

(2) 意思疎通支援の充実 

● 専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成・派遣 

障害特性に応じた意思疎通支援のため、手話通訳者、要約筆記者、朗読奉仕

員、点訳奉仕員、盲ろう者向け通訳・介助員及び失語症者向け意思疎通支援者等

を養成するとともに、その円滑な派遣を促進します。 

● 障害者ＩＣＴサポートセンターによる支援 

栃木県障害者ＩＣＴサポートセンターでは、視覚、聴覚、言語・音声機能等に

障害のある人のコミュニケーション能力を高めるため、視聴覚障害者向けのＩＣ

Ｔ機器操作相談講習会の開催、障害者のＩＣＴ機器の操作支援を行うボランティ

アの養成及び派遣など、障害者のＩＣＴ機器の活用を支援します。 

 

(3) 行政情報のアクセシビリティ（利用しやすさ）の向上 

● 情報提供におけるアクセシビリティの向上 

緊急時における情報提供及び障害者に対し情報提供を行う際は、手話通訳、要

約筆記、字幕・音声等の適切な活用や、知的障害者、精神障害者等にも分かりや

すい情報の提供に努めるなど、多様な障害の特性に応じた配慮に努めます。 

● 選挙における配慮 

点字、音声、拡大文字等障害特性に応じた選挙等に関する情報提供の充実に努

めるとともに、指定病院等における不在者投票、郵便等による不在者投票の適切

な実施の促進により選挙の公正を確保しつつ、投票所での投票が困難な障害者の

投票機会の確保に努めます。また、投票所のバリアフリー化、障害者の利用に配

慮した投票設備の設置等投票環境の向上及び代理投票の適切な実施等の取組を市

町に促します。  
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